
もったいない・あおもり県民運動推進会議設置要綱 

 

（名称） 

第１条 本会議は、「もったいない・あおもり県民運動推進会議（以下「推進会議」という。）」

という。 

 

（目的） 

第２条  推進会議は、環境への負荷の少ない持続可能な青森型社会の形成を目指し、県内

における温室効果ガスの排出削減と、低迷するごみリサイクル率の早期向上を図るため、

県民や事業者、各種団体、行政など多様な主体がパートナーシップのもと、「もったい

ない」の意識を持って、省エネルギーやごみの減量、リサイクルなど、環境に配慮した

活動に取り組む「もったいない・あおもり県民運動（以下「県民運動」という。）」を

推進することを目的とする。 

 

（活動） 

第３条  推進会議は、前条の目的を達成するため次のことを行う。 

（１）県民運動の円滑かつ効果的な推進 

（２）その他、県民運動にかかる重要事項の決定 

２ 推進会議の委員は、次の取組を行う。 

（１）取組目標の設定による率先行動 

（２）傘下団体、会員等による率先行動の推進 

（３）その他、県民運動及び関連事業の広報ＰＲ 

 

（組織） 

第４条  推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、知事をもって充てる。 

３ 副会長は、３名以内とし、会長が指名する。 

４ 委員は、別表１に掲げる団体の代表者又は代表者が指名した者とする。 

 

（会長等） 

第５条  会長は、推進会議を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ指名した順序によって

その職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条  推進会議の会議（以下「会議」という。）は、会長が必要に応じて招集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

 

 



（行政部会） 

第７条 推進会議に、次の事項を検討するため、行政部会を設置する。 

（１） 行政による地球温暖化対策並びにごみ減量化及びリサイクルの推進に関すること。 

（２） 取組目標の設定による施策の推進に関すること。 

（３） その他必要と認める事項 

２ 行政部会は、別表２に揚げる行政機関で組織する。 

３ 部会長は、青森県環境生活部 環境政策課長をもって充てる。 

４ 副部会長は、部会長が指名する。 

５ 部会長は、会議の内容により必要があると認める範囲内で行政機関の出席を求めるこ

とができる。 

６ 前２条の規定は、行政部会の会議に準用する。 

 

（その他の部会） 

第７条の２ 推進会議は、具体的な取組の検討にあたって必要があると認めるときには、

前条のほかに部会を設置することができる。 

２ 部会は、推進会議委員及び検討テーマに関連する分野の有識者等をもって構成するこ

とができる。 

３ 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに充たる。 

 

（庶務） 

第８条 推進会議の庶務は、青森県環境生活部環境政策課において処理する。 

 

（補足） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定

める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２０年９月１８日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２３年７月１０日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２８年４月２１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１４日から施行する。 

 

 



附 則 

 この要綱は、令和３年３月２６日から施行する。 

 


